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教
育
委
員
会

○
学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
教
育
委
員
会
規

　

則
の
整
理
等
に
関
す
る
規
則 

（
教
育
庁
企
画
調
整
課
）…

…
…
…
…

一

○
福
岡
県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
教
育
庁
義
務
教
育
課
）…
…
…
…
…

二

　

学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
教
育
委
員
会
規
則
の
整
理
等
に
関
す

る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
一
日

福
岡
県
教
育
委
員
会　
　

福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号

　
　
　

学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
教
育
委
員
会
規
則
の
整

　
　
　

理
等
に
関
す
る
規
則

　

（
福
岡
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

福
岡
県
立
高
等
学
校
学
則
（
昭
和
三
十
二
年
福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
三
条
第
一
項
中
「
準
ず
る
学
校
」
の
下
に
「
若
し
く
は
義
務
教
育
学
校
」
を
加
え
る
。

　

第
二
号
様
式
中
「福

岡
県
立
　
　高
等
学
校
長
　氏
　
　
　名
　殿

」
を
「福

岡
県
立
　
　高
等

学
校
長
　殿

」
に
、
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
を

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
改
め
る
。

　

第
三
号
様
式
中
「福

岡
県
立
　
　高
等
学
校
長
　氏
　
　
　名
　殿

」
を
「福

岡
県
立
　
　高
等

学
校
長
　殿

」
に
、
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
を

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
改
め
る
。

　

第
四
号
様
式
中
「出

身
中
学
校
名

」
を
「出

身
学
校
名

」
に
改
め
る
。

　

（
福
岡
県
立
高
等
学
校
の
通
学
区
域
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条　

福
岡
県
立
高
等
学
校
の
通
学
区
域
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
福
岡
県
教
育
委
員
会
規

則
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
紙
様
式
中
「出

身
中
学
校

」
を
「出

身
学
校

」
に
、
「出

身
中
学
校
長
氏
名

」
を
「出

身
学
校

長

」
に
改
め
る
。

　

（
産
業
教
育
手
当
の
支
給
を
受
け
る
実
習
助
手
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条　

産
業
教
育
手
当
の
支
給
を
受
け
る
実
習
助
手
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
福
岡

県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
項
第
三
号
中
「
小
学
校
」
の
下
に
「
（
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
及
び
特
別
支
援

学
校
の
小
学
部
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

　

（
定
時
制
通
信
教
育
手
当
の
支
給
を
受
け
る
実
習
助
手
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条　

定
時
制
通
信
教
育
手
当
の
支
給
を
受
け
る
実
習
助
手
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
三
十
五

年
福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
三
号
中
「
小
学
校
」
の
下
に
「
（
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
及
び
特
別
支
援
学
校
の

小
学
部
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

　

（
福
岡
県
立
少
年
自
然
の
家
「
玄
海
の
家
」
の
利
用
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条　

福
岡
県
立
少
年
自
然
の
家
「
玄
海
の
家
」
の
利
用
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
福
岡

県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
小
学
校
上
学
年
か
ら
中
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
ま
で

の
児
童
生
徒
」
を
「
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
中
等
教
育
学
校
（
前
期
課
程
に
限
る
。

）
及
び
特
別
支
援
学
校
（
小
学
部
及
び
中
学
部
に
限
る
。
）
の
児
童
又
は
生
徒
」
に
改
め
る
。

　

（
福
岡
県
教
育
庁
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条　

福
岡
県
教
育
庁
組
織
規
則
（
平
成
十
年
福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の

目
　
　
　
次

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
の
二
第
二
号
及
び
第
十
五
条
第
四
号
中
「
中
学
校
」
の
下
に
「
、
義
務
教
育
学
校
」
を
加

え
る
。

　

第
十
八
条
第
一
号
中
「
中
学
校
（
県
立
中
学
校
を
除
く
。
以
下
次
号
、
第
五
号
、
第
六
号
及
び
第

十
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
の
下
に
「
、
義
務
教
育
学
校
」
を
加
え
、
同
条
第
二
号
、
第
五
号
、

第
六
号
及
び
第
十
一
号
中
「
中
学
校
」
の
下
に
「
、
義
務
教
育
学
校
」
を
加
え
る
。

　

第
二
十
二
条
第
三
号
中
「
中
学
校
」
の
下
に
「
、
義
務
教
育
学
校
」
を
加
え
る
。

　

（
福
岡
県
立
中
学
校
学
則
の
一
部
改
正
）

第
七
条　

福
岡
県
立
中
学
校
学
則
（
平
成
十
五
年
福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
三
条
第
一
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一

号
を
加
え
る
。

二　

義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
を
修
了
し
た
者

　

第
十
八
条
中
「
、
氏
名
」
を
削
る
。

　
　
　
　
　
　
　

「

　

第
二
号
様
式
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　

第
二
号
様
式
の
（
注
）
の
１
中
「、

該
当
す
る
も
の
を
○
で
囲
む
こ
と。

」
を
「男

女
の
別
を
記

入
す
る
こ
と。

」
に
改
め
る
。

　

第
三
号
様
式
中
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
を　

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
改
め
る
。

　

第
四
号
様
式
中
「出

身
小
学
校
名

」
を
「出

身
学
校
名

」
に
改
め
る
。

　

（
福
岡
県
立
中
等
教
育
学
校
学
則
の
一
部
改
正
）

第
八
条　

福
岡
県
立
中
等
教
育
学
校
学
則
（
平
成
十
五
年
福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
三
条
第
一
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一

号
を
加
え
る
。

　

二　

義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
を
修
了
し
た
者

　

第
十
八
条
中
「
、
氏
名
そ
の
事
由
」
を
「
、
そ
の
事
由
」
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　

「

　

第
二
号
様
式
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　

第
二
号
様
式
の
（
注
）
の
１
中
「、

該
当
す
る
も
の
を
○
で
囲
む
こ
と。

」
を
「男

女
の
別
を
記

入
す
る
こ
と。

」
に
改
め
る
。

　

第
三
号
様
式
中
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
を　

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
改
め
る
。

　

第
四
号
様
式
中
「出

身
小
学
校
名

」
を
「出

身
学
校
名

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎

　

福
岡
県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
一
日　
　

福
岡
県
教
育
委
員
会　
　

福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号

　
　
　

福
岡
県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
（
昭
和
三
十
二
年
福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

第
三
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

第
四
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

教
育
委
員
会

生
　
年
　
月
　
日

年
　
　
月
　
　
日
生

年
　
　
月
　
　
日
生

生
　
年
　
月
　
日

年
　
　
月
　
　
日
生

生
　
年
　
月
　
日

年
　
　
月
　
　
日
生

年
　
　
月
　
　
日
生

生
　
年
　
月
　
日

年
　
　
月
　
　
日
生
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教
育
委
員
会

○
学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
教
育
委
員
会
規

　

則
の
整
理
等
に
関
す
る
規
則 

（
教
育
庁
企
画
調
整
課
）…

…
…
…
…

一

○
福
岡
県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
教
育
庁
義
務
教
育
課
）…

…
…
…
…

二

　

学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
教
育
委
員
会
規
則
の
整
理
等
に
関
す

る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
一
日

福
岡
県
教
育
委
員
会　
　

福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号

　
　
　

学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
教
育
委
員
会
規
則
の
整

　
　
　

理
等
に
関
す
る
規
則

　

（
福
岡
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

福
岡
県
立
高
等
学
校
学
則
（
昭
和
三
十
二
年
福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
三
条
第
一
項
中
「
準
ず
る
学
校
」
の
下
に
「
若
し
く
は
義
務
教
育
学
校
」
を
加
え
る
。

　

第
二
号
様
式
中
「福

岡
県
立
　
　高
等
学
校
長
　氏
　
　
　名
　殿

」
を
「福

岡
県
立
　
　高
等

学
校
長
　殿

」
に
、
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
を

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
改
め
る
。

　

第
三
号
様
式
中
「福

岡
県
立
　
　高
等
学
校
長
　氏
　
　
　名
　殿

」
を
「福

岡
県
立
　
　高
等

学
校
長
　殿

」
に
、
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
を

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
改
め
る
。

　

第
四
号
様
式
中
「出

身
中
学
校
名

」
を
「出

身
学
校
名

」
に
改
め
る
。

　

（
福
岡
県
立
高
等
学
校
の
通
学
区
域
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条　

福
岡
県
立
高
等
学
校
の
通
学
区
域
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
福
岡
県
教
育
委
員
会
規

則
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
紙
様
式
中
「出

身
中
学
校

」
を
「出

身
学
校

」
に
、
「出

身
中
学
校
長
氏
名

」
を
「出

身
学
校

長

」
に
改
め
る
。

　

（
産
業
教
育
手
当
の
支
給
を
受
け
る
実
習
助
手
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条　

産
業
教
育
手
当
の
支
給
を
受
け
る
実
習
助
手
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
福
岡

県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
項
第
三
号
中
「
小
学
校
」
の
下
に
「
（
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
及
び
特
別
支
援

学
校
の
小
学
部
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

　

（
定
時
制
通
信
教
育
手
当
の
支
給
を
受
け
る
実
習
助
手
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条　

定
時
制
通
信
教
育
手
当
の
支
給
を
受
け
る
実
習
助
手
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
三
十
五

年
福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
三
号
中
「
小
学
校
」
の
下
に
「
（
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
及
び
特
別
支
援
学
校
の

小
学
部
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

　

（
福
岡
県
立
少
年
自
然
の
家
「
玄
海
の
家
」
の
利
用
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条　

福
岡
県
立
少
年
自
然
の
家
「
玄
海
の
家
」
の
利
用
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
福
岡

県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
小
学
校
上
学
年
か
ら
中
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
ま
で

の
児
童
生
徒
」
を
「
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
中
等
教
育
学
校
（
前
期
課
程
に
限
る
。

）
及
び
特
別
支
援
学
校
（
小
学
部
及
び
中
学
部
に
限
る
。
）
の
児
童
又
は
生
徒
」
に
改
め
る
。

　

（
福
岡
県
教
育
庁
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条　

福
岡
県
教
育
庁
組
織
規
則
（
平
成
十
年
福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
の
二
第
二
号
及
び
第
十
五
条
第
四
号
中
「
中
学
校
」
の
下
に
「
、
義
務
教
育
学
校
」
を
加

え
る
。

　

第
十
八
条
第
一
号
中
「
中
学
校
（
県
立
中
学
校
を
除
く
。
以
下
次
号
、
第
五
号
、
第
六
号
及
び
第

十
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
の
下
に
「
、
義
務
教
育
学
校
」
を
加
え
、
同
条
第
二
号
、
第
五
号
、

第
六
号
及
び
第
十
一
号
中
「
中
学
校
」
の
下
に
「
、
義
務
教
育
学
校
」
を
加
え
る
。

　

第
二
十
二
条
第
三
号
中
「
中
学
校
」
の
下
に
「
、
義
務
教
育
学
校
」
を
加
え
る
。

　

（
福
岡
県
立
中
学
校
学
則
の
一
部
改
正
）

第
七
条　

福
岡
県
立
中
学
校
学
則
（
平
成
十
五
年
福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
三
条
第
一
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一

号
を
加
え
る
。

二　

義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
を
修
了
し
た
者

　

第
十
八
条
中
「
、
氏
名
」
を
削
る
。

　
　
　
　
　
　
　

「

　

第
二
号
様
式
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　

第
二
号
様
式
の
（
注
）
の
１
中
「、

該
当
す
る
も
の
を
○
で
囲
む
こ
と。

」
を
「男

女
の
別
を
記

入
す
る
こ
と。

」
に
改
め
る
。

　

第
三
号
様
式
中
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
を　

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
改
め
る
。

　

第
四
号
様
式
中
「出

身
小
学
校
名

」
を
「出

身
学
校
名

」
に
改
め
る
。

　

（
福
岡
県
立
中
等
教
育
学
校
学
則
の
一
部
改
正
）

第
八
条　

福
岡
県
立
中
等
教
育
学
校
学
則
（
平
成
十
五
年
福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
三
条
第
一
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一

号
を
加
え
る
。

　

二　

義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
を
修
了
し
た
者

　

第
十
八
条
中
「
、
氏
名
そ
の
事
由
」
を
「
、
そ
の
事
由
」
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　

「

　

第
二
号
様
式
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　

第
二
号
様
式
の
（
注
）
の
１
中
「、

該
当
す
る
も
の
を
○
で
囲
む
こ
と。

」
を
「男

女
の
別
を
記

入
す
る
こ
と。

」
に
改
め
る
。

　

第
三
号
様
式
中
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
を　

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
改
め
る
。

　

第
四
号
様
式
中
「出

身
小
学
校
名

」
を
「出

身
学
校
名

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎

　

福
岡
県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
一
日　
　

福
岡
県
教
育
委
員
会　
　

福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号

　
　
　

福
岡
県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
（
昭
和
三
十
二
年
福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

第
三
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

第
四
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

生
　
年
　
月
　
日

年
　
　
月
　
　
日
生

年
　
　
月
　
　
日
生

生
　
年
　
月
　
日

年
　
　
月
　
　
日
生

ふ
り
が
な

氏
　
　
名

性別

生
年
月
日

平
成
　
　
年
　
　
月
　
　
日
生

　
　
年
　
　
月
　
　
日
生

ふ
り
が
な

氏
　
　
名

性別

生
年
月
日

平
成
　
　
年
　
　
月
　
　
日
生

生
　
年
　
月
　
日

年
　
　
月
　
　
日
生

年
　
　
月
　
　
日
生

生
　
年
　
月
　
日

年
　
　
月
　
　
日
生

ふ
り
が
な

氏
　
　
名

性別

男
・
女

男
・
女

生
年
月
日

平
成
　
　
年
　
　
月
　
　
日
生

　
　
年
　
　
月
　
　
日
生

ふ
り
が
な

氏
　
　
名

性別

生
年
月
日

平
成
　
　
年
　
　
月
　
　
日
生
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平成 28 年 3 月 1 日　火曜日 第３７７２号福 岡 県 公 報 増刊①３

　
　
　
　

教
育
委
員
会

○
学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
教
育
委
員
会
規

　

則
の
整
理
等
に
関
す
る
規
則 

（
教
育
庁
企
画
調
整
課
）…

…
…
…
…

一

○
福
岡
県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
教
育
庁
義
務
教
育
課
）…

…
…
…
…

二

　

学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
教
育
委
員
会
規
則
の
整
理
等
に
関
す

る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
一
日

福
岡
県
教
育
委
員
会　
　

福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号

　
　
　

学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
教
育
委
員
会
規
則
の
整

　
　
　

理
等
に
関
す
る
規
則

　

（
福
岡
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

福
岡
県
立
高
等
学
校
学
則
（
昭
和
三
十
二
年
福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
三
条
第
一
項
中
「
準
ず
る
学
校
」
の
下
に
「
若
し
く
は
義
務
教
育
学
校
」
を
加
え
る
。

　

第
二
号
様
式
中
「福

岡
県
立
　
　高
等
学
校
長
　氏
　
　
　名
　殿

」
を
「福

岡
県
立
　
　高
等

学
校
長
　殿

」
に
、
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
を

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
改
め
る
。

　

第
三
号
様
式
中
「福

岡
県
立
　
　高
等
学
校
長
　氏
　
　
　名
　殿

」
を
「福

岡
県
立
　
　高
等

学
校
長
　殿

」
に
、
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
を

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
改
め
る
。

　

第
四
号
様
式
中
「出

身
中
学
校
名

」
を
「出

身
学
校
名

」
に
改
め
る
。

　

（
福
岡
県
立
高
等
学
校
の
通
学
区
域
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条　

福
岡
県
立
高
等
学
校
の
通
学
区
域
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
福
岡
県
教
育
委
員
会
規

則
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
紙
様
式
中
「出

身
中
学
校

」
を
「出

身
学
校

」
に
、
「出

身
中
学
校
長
氏
名

」
を
「出

身
学
校

長

」
に
改
め
る
。

　

（
産
業
教
育
手
当
の
支
給
を
受
け
る
実
習
助
手
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条　

産
業
教
育
手
当
の
支
給
を
受
け
る
実
習
助
手
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
福
岡

県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
項
第
三
号
中
「
小
学
校
」
の
下
に
「
（
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
及
び
特
別
支
援

学
校
の
小
学
部
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

　

（
定
時
制
通
信
教
育
手
当
の
支
給
を
受
け
る
実
習
助
手
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条　

定
時
制
通
信
教
育
手
当
の
支
給
を
受
け
る
実
習
助
手
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
三
十
五

年
福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
三
号
中
「
小
学
校
」
の
下
に
「
（
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
及
び
特
別
支
援
学
校
の

小
学
部
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

　

（
福
岡
県
立
少
年
自
然
の
家
「
玄
海
の
家
」
の
利
用
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条　

福
岡
県
立
少
年
自
然
の
家
「
玄
海
の
家
」
の
利
用
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
福
岡

県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
小
学
校
上
学
年
か
ら
中
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
ま
で

の
児
童
生
徒
」
を
「
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
中
等
教
育
学
校
（
前
期
課
程
に
限
る
。

）
及
び
特
別
支
援
学
校
（
小
学
部
及
び
中
学
部
に
限
る
。
）
の
児
童
又
は
生
徒
」
に
改
め
る
。

　

（
福
岡
県
教
育
庁
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条　

福
岡
県
教
育
庁
組
織
規
則
（
平
成
十
年
福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
の
二
第
二
号
及
び
第
十
五
条
第
四
号
中
「
中
学
校
」
の
下
に
「
、
義
務
教
育
学
校
」
を
加

え
る
。

　

第
十
八
条
第
一
号
中
「
中
学
校
（
県
立
中
学
校
を
除
く
。
以
下
次
号
、
第
五
号
、
第
六
号
及
び
第

十
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
の
下
に
「
、
義
務
教
育
学
校
」
を
加
え
、
同
条
第
二
号
、
第
五
号
、

第
六
号
及
び
第
十
一
号
中
「
中
学
校
」
の
下
に
「
、
義
務
教
育
学
校
」
を
加
え
る
。

　

第
二
十
二
条
第
三
号
中
「
中
学
校
」
の
下
に
「
、
義
務
教
育
学
校
」
を
加
え
る
。

　

（
福
岡
県
立
中
学
校
学
則
の
一
部
改
正
）

第
七
条　

福
岡
県
立
中
学
校
学
則
（
平
成
十
五
年
福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
三
条
第
一
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一

号
を
加
え
る
。

二　

義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
を
修
了
し
た
者

　

第
十
八
条
中
「
、
氏
名
」
を
削
る
。

　
　
　
　
　
　
　

「

　

第
二
号
様
式
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　

第
二
号
様
式
の
（
注
）
の
１
中
「、

該
当
す
る
も
の
を
○
で
囲
む
こ
と。

」
を
「男

女
の
別
を
記

入
す
る
こ
と。

」
に
改
め
る
。

　

第
三
号
様
式
中
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
を　

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
改
め
る
。

　

第
四
号
様
式
中
「出

身
小
学
校
名

」
を
「出

身
学
校
名

」
に
改
め
る
。

　

（
福
岡
県
立
中
等
教
育
学
校
学
則
の
一
部
改
正
）

第
八
条　

福
岡
県
立
中
等
教
育
学
校
学
則
（
平
成
十
五
年
福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
三
条
第
一
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一

号
を
加
え
る
。

　

二　

義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
を
修
了
し
た
者

　

第
十
八
条
中
「
、
氏
名
そ
の
事
由
」
を
「
、
そ
の
事
由
」
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　

「

　

第
二
号
様
式
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　

第
二
号
様
式
の
（
注
）
の
１
中
「、

該
当
す
る
も
の
を
○
で
囲
む
こ
と。

」
を
「男

女
の
別
を
記

入
す
る
こ
と。

」
に
改
め
る
。

　

第
三
号
様
式
中
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
を　

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
改
め
る
。

　

第
四
号
様
式
中
「出

身
小
学
校
名

」
を
「出

身
学
校
名

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎

　

福
岡
県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
一
日　
　

福
岡
県
教
育
委
員
会　
　

福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号

　
　
　

福
岡
県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
（
昭
和
三
十
二
年
福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

第
三
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

第
四
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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